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独立行政法人国際観光振興機構 第五期中期計画 目次 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

（１） 訪日マーケティング業務 

（２） 国内支援業務（デスティネーションとしての魅力向上に向けた取組） 

（３） 国際会議等の誘致・開催支援業務  

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１） 組織運営の効率化 

（２） 業務運営の効率化 

（３） 業務の電子化及びシステムの最適化 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１） 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（２） 財務運営の適正化 

（３） 自己収入の確保 

 

４．短期借入金の限度額 

 

５．不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画 

 

６．重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

 

７．剰余金の使途 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１） 内部統制の充実 

（２） 情報セキュリティ対策の推進 

（３） 活動成果等の発信 

（４） 関係機関との連携強化 

（５） 人事に関する計画 

（６） 独立行政法人国際観光振興機構法（平成１４年法律第１８１号） 

第１１条第１項に規定する積立金の使途 

 

別紙  
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外国人旅行者の来訪（インバウンド）を促進することは、我が国経済社会の発展及

び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに、我が国に対する理解を増進

し、国際交流の拡大に資するものである。とりわけ、短期的には、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の影響により疲弊した我が国の観光産業を回復し、再び成長させ

るためにも、また、中長期的にも、人口減少・少子高齢化の急速な進展に直面してい

る我が国において、観光を通じて我が国経済社会の発展及び地域活性化を実現してい

くためにも、インバウンドの促進が極めて重要な課題となる。 

機構については、①海外市場分析等に基づく訪日マーケティング業務、②デスティ

ネーションとしての魅力向上に向けた国内支援業務、③国際会議等の誘致・開催支援

業務等、インバウンドの拡大に向けた取組において中核的な役割を果たし、観光先進

国の実現に向けて貢献することが求められており、適時適切な組織や体制の強化を図

りつつ、これまで以上に業務を的確に遂行していくことが求められているところであ

る。 

国土交通大臣の定めた中期目標（令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までの

5年間）の達成を通じて、「明日の日本を支える観光ビジョン」等に掲げられた政府目

標の達成等に機構が貢献するため、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第

30条第 1項の規定に基づき､中期計画を次のとおり定める｡ 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

（１）訪日マーケティング業務 

 

「明日の日本を支える観光ビジョン」や観光立国推進基本計画等の政府方針やコロ

ナによる旅行者側及び受入側の変化を踏まえ、旅行動向に関する各種公開統計及び機

構が行う各種調査データ、海外事務所が収集する市場動向情報、デジタルマーケティ

ング等を活用・分析した上で、戦略を策定し、訪日旅行の認知率・興味関心度・想起

率・予約率向上を目指し、ウェブサイト・SNS 等を通じた情報発信、デジタル施策等

ターゲットに応じた適切な媒体での広告、訪日旅行関連記事化促進を目的とした海外

広報やメディア招請、訪日旅行商品造成や販売促進に資する旅行会社招請やセミナ

ー・商談会、訪日旅行の予約促進のための航空会社・旅行会社との共同広告等の効果

的な取組により訪日プロモーションの戦略的高度化を図る。 

 

① 市場別プロモーションの展開 

 

 重点市場において、訪日経験率や人々の関心等の市場の特性を踏まえ、旅行消費単

価や地方訪問意向が高いターゲット等を明確にした市場別訪日マーケティング戦略

を策定し、きめ細かなプロモーションを展開することにより、リピーターの獲得、新
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規訪日層の開拓、長期滞在化を図るための周遊型旅行促進、宿泊費やアクティビティ、

ショッピング等に対する支出増による旅行消費額拡大や地方誘客の強化等を図る。 

 具体的には、ターゲットの興味関心・接触メディア等の特徴を踏まえ、ウェブサイ

ト・SNS、デジタル広告といったデジタルマーケティングを活用した各種プロモーシ

ョン、屋外広告などを含むオフライン広告、旅行見本市やイベントを通じた情報発信

により訪日意欲の醸成を図る。また、航空関連の商談会への参加等による航空会社へ

の働きかけにより国際航空路線の回復・将来の拡大に取り組むほか、誘客につながる

航空会社・旅行会社との共同広告等を実施する。さらに、訪日旅行情報の記事化につ

ながるニュースレターの発出やメディア招請による国内外メディアとの関係の強化

に取り組む。加えて、旅行会社を対象としたセミナーや商談会、招請等を通じた旅行

商品造成・販売促進、旅行会社以外の関連業界を含めた連携強化等に取り組む。 

 

定量的指標 

・ 中期目標期間中、機構が実施するデジタル事業全体による延べリーチ数を毎年度

平均 4億 4,000万リーチ以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が実施するデジタル事業全体による延べエンゲージメント

数を毎年度平均 3,400 万エンゲージメント以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構の SNS での地方*コンテンツ投稿数を毎年度平均 3,700 回

以上とする。 

*地方=三大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫）以外 

・ 中期目標期間中、機構から海外メディア（在京海外メディア含む）へのコンタク

ト回数を毎年度平均 138,500回以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が主催する商談会のバイヤー参加者評価について、4 段階

評価で最上位の評価を得る割合を毎年度平均 50％以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が主催するセミナーの参加者評価について、4 段階評価で

最上位の評価を得る割合を毎年度平均 50％以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構による航空会社・航空路線誘致関係者との商談・個別コン

サルティング件数を毎年度平均 90回以上とする。 

 

② 市場横断プロモーションの展開 

 

消費額増大や地方への誘客に資する市場開拓を目指し、市場横断訪日マーケティン

グ戦略を策定し市場横断プロモーションを展開する。 

具体的には、高付加価値旅行推進に資するプロモーションとして、高付加価値旅行

層向けのサービス内容の収集・蓄積、セミナー等を通じた旅行関係者や地方自治体・

DMO 等国内関係者の恒常的なネットワーク化、国内関係者と共同での海外における商

談会への参加等高付加価値旅行を取り扱う海外の旅行会社等へのセールスの強化、高

付加価値旅行層向けメディアやデジタルを活用した高付加価値旅行層向けの情報発
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信の強化に取り組み、高付加価値旅行の国内関係者をつなぐ情報ハブ化を進める。ま

た、高付加価値旅行層のみならず訪日旅行消費額の引き上げや長期滞在、地方誘客が

見込めるテーマ別の取組（サステナブル・ツーリズム、アドベンチャートラベル、欧

米豪市場の訪日無関心層向けプロモーション等、取組の成果や市場動向等を踏まえ、

重点的に取り組むテーマについて設定）に、最適な手法や媒体を用いて取り組むほか、

国内関係者との連携の下、大阪・関西万博等国内の大規模イベントと連動したプロモ

ーションに取り組む。  

 

定量的指標 

・ 中期目標期間中、機構が実施する消費額拡大に効果の大きい施策（高付加価値・

テーマ別・大規模イベント事業）におけるデジタル広告による延べリーチ数を毎

年度平均 5,100万リーチ以上とする。 

（参考）デジタル広告施策全体の想定リーチ数：1 億 5,300万リーチ 

・ 中期目標期間中、機構が実施する消費額拡大に効果の大きい施策（高付加価値・

テーマ別・大規模イベント事業）におけるデジタル広告による延べエンゲージメ

ント数を毎年度平均 235万エンゲージメント以上とする。 

（参考）デジタル広告施策全体の想定エンゲージメント数：1,080 万エンゲージ

メント 

・ 中期目標期間中、高付加価値旅行に関する商談会における機構及び共同出展者の

商談件数を毎年度平均 1,500件以上とする。 

・ 中期目標期間中、上記の高付加価値旅行に関する商談会の参加者による評価につ

いて、4段階評価で最上位の評価を得る割合を毎年度平均 40％以上とする。 

 

（２）国内支援業務（デスティネーションとしての魅力向上に向けた取組） 

 

① 地方への支援強化 

 

機構の知見やノウハウ、海外事務所、本部と国内関係者との機能的ネットワークを

最大限活用し、観光魅力の向上や地方によるプロモーションの高度化、持続可能な観

光の推進に資する地方への支援を強化し、各地域のマーケティング力を高めることで、

我が国のインバウンド推進の基盤強化を図る。 

具体的には、広域連携 DMOをはじめとする DMOや地方運輸局など各地域との連携強

化、海外市場の最新動向や求められるコンテンツを踏まえた地域へのコンサルティン

グ・情報提供、地方の観光コンテンツの募集・収集・海外への発信等に取り組む。実

施にあたっては、消費額増大や地方への誘客に資する市場開拓を目指し、「高付加価

値」・「テーマ別」（サステナブル・ツーリズム、アドベンチャートラベル、欧米豪市場

の訪日無関心層向けプロモーション等、取組の成果や市場動向等を踏まえ、重点的に

取り組むテーマについて毎年度設定）に係る内容も考慮する。また、訪日客の受入環
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境の向上に向けて、受け皿となる観光地における地域交通や決済システムなどの現地

のニーズや課題を把握して関係機関への情報提供による働きかけを通じて課題の解

決に積極的に貢献する。 

 

定量的指標 

・ 中期目標期間中、事業パートナーに対する機構職員による個別コンサルティング

件数を毎年度平均 4,000 件以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が実施する自治体・DMO 等向けのセミナー・研修会の開催

回数を毎年度平均 25回以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が実施する自治体・DMO 等向けセミナー・研修会の参加人

数を毎年度平均 1,000 人以上とする。（総合的内容で広く対象者を募り開催する

もの） 

・ 中期目標期間中、機構が実施する自治体・DMO 等向けのセミナー・研修会参加者

による評価について、4 段階評価で最上位の評価を得る割合が毎年度平均 50％以

上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が実施する特定テーマ（=（１）②に記載の「高付加価値」・

「テーマ別」（サステナブル・ツーリズム、アドベンチャートラベル、欧米豪市

場の訪日無関心層向けプロモーション等、取組の成果や市場動向等を踏まえ、重

点的に取り組むテーマについて毎年度設定）に関する自治体・DMO 等向けのセミ

ナー・研修会の開催回数を毎年度平均 10 回以上とする。（上記回数の内数） 

・ 中期目標期間中、機構が実施する特定テーマ（=（１）②に記載の「高付加価値」・

「テーマ別」（サステナブル・ツーリズム、アドベンチャートラベル、欧米豪市

場の訪日無関心層向けプロモーション等、取組の成果や市場動向等を踏まえ、重

点的に取り組むテーマについて毎年度設定）に関する自治体・DMO 等向けのセミ

ナー・研修会参加者による評価について、4 段階評価で最上位の評価を得る割合

を毎年度平均 50％以上とする。（上記評価の内数） 

・ 【再掲】中期目標期間中、機構の SNS での地方*コンテンツ投稿数を毎年度平均

3,700回以上とする。 

*地方=三大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫）以外 

・ 中期目標期間中、把握した訪日客の受入環境に係るニーズや課題の関係機関への

情報提供回数を毎年度平均 2回以上とする。 

 

② 訪日旅行の満足度向上に資する取組（受入環境整備） 

 

 観光案内所の更なる質の向上を図るため、DX の活用による情報発信の強化や観光

案内所間のネットワーク・連携の拡充、体験型コンテンツの提供といった旅行者ニー

ズを踏まえた提供サービスの拡充、観光地の周遊促進に資する機能強化を支援する。

さらに、多様な業態への制度周知を行い、必要な場所への認定案内所の設置を促進す



     

6 

 

る。ツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）については、案内所支援業務

の中核として全国の案内所との連携を強化する。 

 また、ユニバーサル対応や災害・医療機関に関する情報提供の拡充、観光関係事業

者や自治体等と連携した情報発信等、訪日外国人旅行者の安全・安心の確保に資する

受入環境整備を推進する。 

 加えて、通訳案内士試験事務の安定的・効率的な運営及び通訳案内士の質的向上に

取り組む。 

 

定量的指標 

・ 中期目標期間中、機構が実施した外国人観光案内所向けの研修会の参加者による

評価について、4 段階評価で最上位の評価を得る割合を毎年度平均 60％以上とす

る。 

・ 中期目標期間中、機構による外国人観光案内所向けの情報提供（災害・医療機関

等情報含む）に対する外国人観光案内所による評価について、4 段階評価で最上

位の評価を得る割合を毎年度平均 50％以上とする。 

 

（３）国際会議等の誘致・開催支援業務  

 

国際的な MICE（Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition/Event の

総称）誘致競争の激化や、ポストコロナを見据えた新たなニーズへの対応も可能とな

るよう、観光立国推進基本計画等の政府目標・方針も踏まえ、MICE マーケティング戦

略を策定しつつ国際会議等の誘致・開催支援に係る取組を強化する。これらの取組に

際しては、他の業務とも有機的に連携の上、2025年の大阪・関西万博等、大規模イベ

ントが集中的に開催され、MICE 開催国としても日本への注目が集まる機会を捉えて

効果的に実施するとともに、これらの開催後も見据え、MICEの誘致や開催効果の拡大

につなげる必要がある。また、国際会議の開催件数のみならず、MICE 全体に対する誘

致と、訪日参加者数のみならず開催効果の拡大を図るべく、国際会議以外の分野も含

め取組を強化する必要がある。 

具体的には、日本の強みや魅力、安全・安心、サステナビリティへの取組等につい

て、国内ステークホルダーと連携して情報発信や見本市への出展、商談会、セミナー、

各種招請を関係者の評価を踏まえつつ効果的に行い、マーケティングの強化を図る。

また、コロナ禍を契機としたデジタルリテラシーやサステナビリティ等新たなニーズ

にも対応する専門人材の育成に取り組む。加えて、国際会議については、IAPCO（※1）

に加盟するコア PCO（※2）や学協会の国際本部の関心喚起に向けたプロモーションの

強化、国内学協会・大学・研究機関等との連携による国際会議開催意欲の喚起、他国

との差別化につながる都市の魅力創出支援と情報発信、オールジャパン体制での誘

致・開催支援の実施を行う。また、ミーティング・インセンティブ旅行については、

付加価値のある体験のプロモーションと市場毎に最適化された情報の提供、国際的な
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業界団体との連携強化、コロナ禍を契機としたニーズへの対応やコンテンツの磨き上

げ支援に取り組む。 

 

※1IAPCO：International Association of Professional Congress Organizers／国

際 PCO協会 

※2コア PCO：会議運営会社（PCO）のうち、国際会議を主催する国際団体・学術協会

本部と契約し、国際会議の企画や準備・ 運営をグローバルに担う PCO 

 

定量的指標 

・ 中期目標期間中、海外の国際会議・インセンティブ旅行主催者等と、機構、国内

の地方公共団体及び民間事業者等との MICE 商談件数及び機構による MICE セール

ス件数を、毎年度平均 3,400件以上とする。 

・ 中期目標期間中、MICEに関する国内外の商談会及びセミナー（人材育成・ウェビ

ナー含む）の国内参加者及び海外参加者による評価について、それぞれ 4 段階評

価で最上位の評価を得る割合を毎年度平均 40％以上とする。 

・ 中期目標期間中、機構が行った MICE関係の情報発信の接触者数（機構からの送信

先相手方数・延べ数）を毎年度平均 12万人以上とする。 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

（１）組織運営の効率化 

 

政府目標の達成に向け、上述 3.の事務・事業の展開に効率的・効果的な体制を構築

するため、組織面では、本部・海外事務所の組織体制や業務分担の見直しや強化を行

い、人材面では高付加価値旅行等今後強化する分野をはじめとするマーケティング部

門や、独立行政法人に求められる DX 推進や内部統制の強化に対応するための管理部

門における人材の確保・育成を強化し、働きやすさやモチベーションの向上につなが

る取組の強化を進める。 

また、機構の職員が一丸となって、自主的・戦略的な業務運営を行い、最大限に成

果を上げていくため、引き続き、効率的な運営体制の確保、管理業務の標準化や情報

共有化等に努める。また、ダイバーシティ・環境負荷軽減等 SDGs に資する管理運営

を推進するとともに、機構で掲げる経営理念の推進の職員への浸透を通じ、組織とし

ての一体感を高める。 

 

（２）業務運営の効率化 

 

① 効率化目標の設定等 
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運営費交付金を充当して行う業務については、今中期目標期間中、一般管理費（人

件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を

除く。）及び業務経費（公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）の合計について、毎年度平均で前年度比 1.25%以上の効率化

を行う（ただし、新規に追加される業務、拡充業務は対象外）。 

また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）を踏まえ、引き続き、給与水準については法人の事務・事業の特性等を踏まえた

柔軟な取扱を可能とするとともに、透明性の向上や説明責任の一層の確保が重要であ

ることに鑑み、給与水準及び妥当性の検証結果を毎年度公表する。 

 

② 調達等合理化の取組 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25

日総務大臣決定）等を踏まえ、公正かつ透明な調達手続きによる適切で迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、外部有識者及び監事から構成される契約監視委員会を

活用して個々の契約案件の事後点検を実施する。また、毎年度策定する「調達等合理

化計画」に基づき、一者応札の改善等の取組を着実に実施する。 

 

（３）業務の電子化及びシステムの最適化 

 

 業務運営の簡素化及び効率化を図るため、ICT の活用により、業務の電子化及びシ

ステムの最適化を推進する。これに関連して、立案の電子決裁を推進し、紙による立

案決裁率を最小限にする。また、デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管

理の基本的な方針」（令和 3年 12月 24日デジタル大臣決定）に則り、PMO を中心に、

情報システムの適切な整備及び管理に取り組む。 

 

定量的指標 

・ 中期目標期間中、紙による立案決裁率を毎年度平均 5%以下とする。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

（１）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 別紙のとおり  

 

（２）財務運営の適正化  

 

 「独立行政法人会計基準」（平成 12 年 2 月 16 日 独立行政法人会計基準研究会策
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定、平成 27年 1月 27 日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成

基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位としての業務

ごとに予算と実績を管理する。 

また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状

況にも留意した上で、厳格に行う。 

 

（３） 自己収入の確保 

 

引き続き、地方公共団体、民間事業者等幅広い業種からの賛助金・会費等の増加に

よる収入の増加を図るとともに、ノウハウを活かした受託業務に積極的に取り組む。 

 

４．短期借入金の限度額 

 

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額

は、100百万円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画 

 

なし 

 

６．重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

 

なし 

 

７．剰余金の使途 

 

訪日マーケティング等業務、国内支援業務、業務の改善・質の向上のための環境の

整備に充てる。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

（１）内部統制の充実 

 

事務・事業の実施のため、本部のみならず 25 の海外事務所を有しており、適切な

業務運営のためには、コンプライアンス遵守の更なる徹底等内部統制の強化は重要で

あるため、理事長のリーダーシップのもと、重要案件について理事会や内部統制委員

会等の適切な場で審議することでガバナンスの確保を行うとともに、リスク管理やコ
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ンプライアンスを強化する。 

また、海外事務所を含め、監事監査及び内部監査を適切に行っていくことにより、

監査機能の実効性の向上に努める。 

 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

国内のみならず海外事務所での事業展開や、デジタルマーケティングを実施してい

ることから、情報セキュリティ対策は特に重要であり、「サイバーセキュリティ戦略」

（令和 3 年 9 月 28 日閣議決定）等の政府方針を踏まえ、引き続き、サイバー攻撃等

の脅威への対処に万全を期するとともに、保有個人情報の保護を含む適切な情報セキ

ュリティ対策を推進する。また、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令

和 3年 12月 24日デジタル大臣決定）に則って、クラウド化を基本としたインフラ基

盤の整備等による業務の適正化・効率化等の情報システムの適切な整備及び管理を行

う。 

 

（３）活動成果等の発信 

 

訪日プロモーションに係る取組の目的や必要性、その成果について、ホームページ

やプレスブリーフィング等国内メディアへの情報提供等を通じて国民にわかりやす

く説明するとともに、政府が掲げる目標の達成のために、どのような貢献をしている

のかが明確となるような情報発信に努める。 

 

（４）関係機関との連携強化 

 

農水省、環境省、文化庁、国税庁等をはじめとする関係省庁や在外公館、JETRO、JF

などの政府関係法人、地方自治体・DMO やインバウンドに取り組む関係団体・民間企

業等とより一層緊密な連携を図る体制を構築し、海外におけるイベントやセミナーの

開催、ウェブサイト・SNS や広告、海外広報による情報発信、関係省庁等が主催する

委員会への参画等を通じた観光コンテンツの造成や受入環境の向上等に係る各種取

組に対する助言等、オールジャパンで、戦略的、効率的かつ効果的な取組を実施する。

連携にあたっては、国内の観光以外の、伝統芸能、伝統工芸などの関連産業の活性化

や、海外現地における日本関連の物販・サービス促進のシナジー効果を生み出すよう

努める。 

 

（５）人事に関する計画 

 

上記計画の遂行に向けて、高付加価値旅行等今後強化する分野への対応力を強化す

るとともに、効率的かつ効果的な業務運営を行うため、人材確保、人材育成を実施す
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る。 

 職員の意欲向上を図り、組織を活性化させるため、能力と実績に基づく人事評価を

行い、これに応じた処遇を行うとともに、内外の研修等を活用し、能力の開発を行う。 

また、職員一人ひとりの能力が十分発揮されるよう、適材適所の人事配置を行い、組

織力の強化を図る。 

あわせて、地方自治体・民間事業者等からの人材の活用を行う。 

 給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について検証した上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取

り組み状況を公表するものとする。 

 

（６） 独立行政法人国際観光振興機構法（平成１４年法律第１８１号）第１１条第

１項に規定する積立金の使途 

 

前期中期目標期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第 44 条の処理を 

行った後の積立金に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額について、やむ

を得ない事情により前期中期目標期間中に完了しなかった業務の財源、前期中期目標

期間に発生した経過勘定等の損益影響額に係る会計処理等に充当する。 

 

以上 
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     別紙  

 

 国際観光振興機構 中期計画予算 （令和 5年度～令和 9年度）  
     

 一般勘定      

     

 １．予算     （単位：百万円）  

 区分  
訪日マーケティ

ング業務等 
 国内支援業務  法人共通  合計  

 収入          

 運営費交付金  8,709 320 16,926 25,955 

 寄附金等収入  1,260 174 - 1,434 

 事業収入  1,299 248 330 1,877 

 事業外収入   -   -  - - 

 計  11,268 742 17,256 29,266 

 支出  

    

 業務経費  9,579 494  -  10,072 

 受託等経費  1,690 248  -  1,938 

 人件費   -   -  14,261 14,261 

 一般管理費   -   -  2,995 2,995 

 計  11,268 742 17,256 29,266 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。 

 [人件費の見積り] 

   中期目標期間中総額 11,941百万円を支出する。 

当該人件費の見積もりは、予算表中の人件費の内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び 

超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

[運営費交付金算定ルール]  

別添のとおり 

[注記]   

退職手当については、役員退職手当支給基準及び職員退職手当支給基準に基づいて支給することとなる 

が、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。 
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２．収支計画  
   （単位：百万円）  

 区分  
訪日マーケティ

ング業務等 
 国内支援業務  法人共通  合計  

 費用の部  11,268 742 17,983 29,993 

 経常費用  11,268 742 17,983 29,993 

 業務経費  9,579 494  -  10,072 

 受託等経費  1,690 248  -  1,938 

 一般管理費   -   -  17,256 17,256 

 減価償却費   -   -  728 728 

 収益の部  11,268 742 17,983 29,993 

 運営費交付金収益  8,709 320 16,926 25,955 

 国際観光振興事業収入  2,559 422 330 3,311 

 資産見返運営費交付金戻入   -   -  727 727 

 事業外収益   -   -  - - 

 純利益   -   -  0 0 

 前中期目標期間繰越積立金取崩額   -   -  0 0 

 総利益   -   -   -   -  

 （注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。  

     

 ３．資金計画     （単位：百万円）  

 区分  
訪日マーケティ

ング業務等 
 国内支援業務  法人共通  合計  

 資金支出  

    

 業務活動による支出  11,268 742 17,256 29,266 

 次期への繰越金   -   -   -   -  

 計  11,268 742 17,256 29,266 

 資金収入  

    

 業務活動による収入  11,268 742 17,256 29,266 

 運営費交付金による収入  8,709 320 16,926 25,955 

 寄附金等収入  1,260 174 - 1,434 

 事業収入  1,299 248 330 1,877 

 事業外収入   -   -  - - 

 計  11,268 742 17,256 29,266 

 （注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。  
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国際観光旅客税財源勘定     
     

１．予算    （単位：百万円） 

区分 
訪日マーケティ

ング業務等 
国内支援業務 法人共通  合計  

収入 

    

運営費交付金 32,470 2,233   -  34,703 

計 32,470 2,233   -  34,703 

支出 

    

業務経費 32,470 2,233   -  34,703 

計 32,470  2,233   -  34,703 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。 

 [運営費交付金算定ルール] 別添のとおり。 
     

２．収支計画    （単位：百万円） 

区分 
訪日マーケティ

ング業務等 
国内支援業務 法人共通  合計  

費用の部 32,470  2,233   -  34,703 

経常費用 32,470 2,233   -  34,703 

業務経費 32,470 2,233   -  34,703 

収益の部 32,470 2,233   -  34,703 

運営費交付金収益 32,470 2,233   -  34,703 

純利益  -   -   -   -  

前中期目標期間繰越積立金取崩額  -   -   -   -  

総利益  -   -   -   -  

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。 
   

３．資金計画    （単位：百万円） 

区分 
訪日マーケティ

ング業務等 
国内支援業務 法人共通  合計  

資金支出 

    

業務活動による支出 32,470  2,233   -  34,703 

次期への繰越金  -   -   -   -  

計 32,470  2,233  -  34,703 

資金収入 

    

業務活動による収入 32,470  2,233  -  34,703 

運営費交付金による収入 32,470   2,233   -  34,703 

計 32,470 2,233   -  34,703 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。 
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交付金勘定   

  

 １．予算   （単位：百万円）  

 区分   単一セグメント  

 収入   

 寄附金収入  500 

 事業外収入  0 

 計  500 

 支出   

 交付金事業経費  500 

 計  500 

 （注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。  

  

 ２．収支計画  （単位：百万円） 

 区分  単一セグメント 

 費用の部  500 

 経常費用  500 

 交付金事業経費  500 

 収益の部  500 

 寄附金収入  500 

 事業外収益  - 

 純利益   -  

 前中期目標期間繰越積立金取崩額   -  

 総利益   -  

 （注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。  

  

 ３．資金計画  （単位：百万円） 

 区分  単一セグメント 

 資金支出   

 業務活動による支出  500 

 次期への繰越金   -  

 計  500 

 資金収入   

 業務活動による収入  500 

 寄附金収入  500 

 事業外収入  0 
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 計  500 

 （注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。  
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別添 

国際観光振興機構 運営費交付金算定ルール 

 

［運営費交付金の算定方法］ 

運営費交付金 ＝ 人件費(A) ＋ 運営費交付金対象経費(B) － 自己収入(Y1) － 運営費交付

金対象外事業収益(Y2) 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

１．人件費（A）＝ 当年度人件費相当額 ＋ 前年度給与改定分等 

(1) 当年度人件費相当額 ＝ 前年度基準給与総額 × 人件費調整係数ｓ ＋ 退職手当等所要 

額 

(ｲ) 前年度基準給与総額× 人件費調整係数ｓ 

(ﾛ) 退職手当等所要額 

退職手当：当年度に退職が想定される人員ごとに積算 

(2) 前年度給与改定分等 

昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額 

なお、昇給原資額及び給与改定額は運営状況を勘案して措置することとする。 

運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。 

 

２．運営費交付金対象経費（B） 

（前年度一般管理費相当額[所要額計上経費及び特殊要因を除く] ＋ 前年度業務経費

相当額[所要額計上経費及び特殊要因を除く]）× 運営費交付金対象経費の効率化

係数α × 消費者物価指数β × 政策係数γ ＋ 当年度の所要額計上経費 ± 特殊

要因 ＋ その他  

 

３．自己収入（Y1） 

＝ 運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見 

積り額 

＝ 前年度自己収入の見積額 × 自己収入政策係数ｙ1 

 

４．運営費交付金対象外事業収益（Y2） 

＝ 運営費交付金を財源として実施しない事務・事業から生じるであろう自己収入 － 

当該収入に係る支出 

＝ 前年度当該自己収入の見積額 × 自己収入政策係数y2 － 前年度当該自己収入に 

係る支出 

       注：本収益がマイナスの場合には０とする。 
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人件費調整係数ｓ          ：毎年度の予算編成過程において決定 

運営費交付金対象経費の効率化係数 α：毎年度の予算編成過程において決定 

消費者物価指数β          ：毎年度の予算編成過程において決定 

政策係数γ             ：毎年度の予算編成過程において決定 

自己収入政策係数ｙ1         ：毎年度の予算編成過程において決定 

〃    ｙ2         ：毎年度の予算編成過程において決定 

所要額計上経費           ：公租公課、事務所借料等の所要額計上を必要とす 

る経費 

特殊要因              ：特殊な要因により必要となる経費について、毎年

度の予算編成過程において決定 

  その他               ：東北の復興に関する経費について、毎年度の予算

編成過程において決定 

 

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等] 

 

【注記】前提条件 

人件費調整係数ｓ          ：中期計画期間中は対前年度1.00 として推計 

運営費交付金対象経費の効率化係数 α：令和5年度以降の運営費交付金対象経費の効率化係

数は対前年度 0.9875 として推計 

消費者物価指数β          ：中期計画期間中は1.00 として推計 

政策係数γ             ：中期計画期間中は1.00 として推計 

自己収入政策係数ｙ1         ：中期計画期間中は1.00 として推計 

(但し、観光宣伝事業賛助金収入は令和5年度収入見

込額に対し、令和6年度以降、対前年度2,000 千円

増として推計) 

〃     ｙ2        ：中期計画期間中は 1.00 として推計 

(但し、観光情報提供事業収入は令和5年度収入見込

額に対し、令和6年度以降、対前年度1,000 千円増

として推計) 

 

 

 

 


